
「新しい生活様式」を心がけましょう

5.15
臨 時 版

村上市役所（本庁）
☎ 53-2111 
FAX 53-3840

新型コロナウイルス感染症に関する情報をお知らせいたします。
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布マスクの配布について （対象は75歳以上）

＜布製マスクの効果＞ 厚生労働省HPより
１．せきやくしゃみなどの飛散を防ぐ効果があることや、手指を
口や鼻に触れるのを防ぐことから、感染拡大を防止する効果。

２．マスクの着用により、喉・鼻などの呼吸器を湿潤させることで
風邪等に罹患しにくくなる効果。

新型コロナウイルス感染症は、高齢者や基礎疾患のある方は重症化
しやすいと言われていますが、高齢者の方の中には、自力でマスクを
入手することが困難な方も多くいらっしゃると思います。
このことから、市では75歳以上の方(令和3年3月31日で75歳以上

になる方）へ、区長を通じ、1人1枚の布マスクを配布することとし
ました。（政府で配布予定の一世帯2枚の布マスクとは別です。）

公共施設の再開ついて （3密を避けて一部再開）

5月7日より感染拡大防止対策を徹底したうえで、再開準備の整った施設から会議室などの利用を
順次再開します。その際、利用上の注意点をご確認いただき、ご理解ご協力をお願いいたします。
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（一部再開）
・マナボーテ村上（生涯学習推進センター）※学習室除く
・中央公民館、村上地区公民館（生涯学習推進センター内）
・荒川地区公民館 ・神林地区公民館（神林地区農村環境改善センター内）
・朝日地区公民館（総合文化会館内） ・山北地区公民館（さんぽく会館内）
・図書館（平日のみ） ・クリエート村上 ・若者サポートステーション
・朝日みどりの里（物産会館、食堂） ・ポーラスター神林 ・あらかわゴルフ場
他の施設については、市のホームページもしくは、直接、施設に電話でご確認ください。

新潟県・30市町村 緊急共同宣言 ～ふるさと新潟をともに守る～

新潟県と村上市を含む、県内全市町村において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の、
さらなる強化を図りつつ、行動自粛や、移動規制といったこれまでの取り組みから、徐々に社
会経済活動との両立を図る段階に、歩みをすすめることとして、緊急の共同宣言を行いました。

1. ｢新しい生活様式｣の実践・県境をまたぐ往来の自粛等を徹底します
◆大切な人を守るため、｢新しい生活様式｣を呼びかけます。

2. 事業者や生活者支援策を丁寧に周知し､迅速に実施します
◆各種支援策を周知し､迅速な実施に努めます。

3. 医療提供体制を充実するとともに専門家会議を設置します
◆発熱外来･PCRｾﾝﾀｰ等の体制を充実します。
◆専門家による客観的な情報提供を充実します。

4. 医療関係者等に感謝するとともに人権に配慮します
◆最前線で働くすべての方々に心より感謝します。
◆感染者･医療関係者等への人権侵害は許されません。

共同
宣言
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新型コロナウイルスの影響で
ふるさと村上に帰省できずに
頑張っている村上出身の
学生たちを応援します！

また元気に笑顔で
ふるさとむらかみに
帰って来れますように…

写真はイメージです

お好きな村上特産品と
マスクをお届けします！

申込期間 5/5～6/30

むらかみ 学生応援便
“あなたに まごころ届け隊”

市外で頑張っている村上出身学生を応援します！

新型コロナウイルス
感染症に関する

村上市特設ホームページ

■市の経済支援策に関すること

経済対策コールセンター
【受付時間】
平日、土・日曜、祝日（午前9時～午後5時）

☎ 75-5067

■こころの健康に関する相談

保健医療課 健康支援室
【受付時間】
平日（午前8時30分～午後5時15分）

☎ 53-3364
■感染症、健康に関すること

新潟県 帰国者・接触者相談センター
【受付時間】
平日（午前8時30分～午後5時15分）
土・日曜、祝日（午前9時～午後5時）

☎ 53-8368（村上保健所）

村上市コールセンター
お困りの方、ご不明な点がありましたら

☎75-5771
新型コロナウイルス感染症対策 総合窓口
【受付時間】 平日、土・日曜、祝日（午前9時～午後5時）

📞



特 別 定 額 給 付 金

市では、令和２年５月１１日に、受給対象者へ申請書をお送りしました。
申請書に、必要事項をご記入の上、給付金の申請手続をしてください。
なお、申請書が届いていない場合は、至急担当までお問合せください。

■ 給付対象者及び受給権者

• 給付対象者は、基準日（令和２年４月

２７日）において、村上市の住民基本

台帳に記録されている人です。

• 受給権者は、給付対象者の属する世帯

の世帯主です。

■ 給付額及び給付方法

• 給付対象者１人につき、１０万円

• 申請受付から概ね１週間程度で、申請

者（世帯主）の本人名義の銀行口座に

振り込まれます。

■ 申請受付期限

• 令和２年８月１１日まで

■ 申請方法及び申請に必要なもの

① 郵送申請

• 申請方法：申請書に、記載例を参考に必要事

項を記入し、返信用封筒に入れて、お近くの

ポストに投函してください。

• 必要なもの：「①申請書」、「②本人確認書

類（運転免許証、マイナンバーカード等の写

し）」、「③振込先口座確認書類（通帳や

キャッシュカードの写し）」

② オンライン申請

• 申請方法：マイナポータルから振込先口座を

入力した上で、振込先口座の確認書類をアッ

プロードし、電子申請をしてください。

• 必要なもの：「①マイナンバーカード」、

「②振込先口座確認書類」

お問合せ先

村上市コールセンター ☎0254-75-5771 9:00～17:00
新型コロナウイルス感染症対策 総合窓口 ※土、日曜日・祝日も受け付けます。

「怪しいな」と思ったら
遠慮なくご相談ください

 村上市消費生活センター ０２５４-７５-８９３０
 村上警察署 ０２５４-５２-０１１０
 警察相談専用電話 「＃９１１０」
 消費者ホットライン 「１８８」（局番なしの３桁）

サギ（詐欺）に注意‼

「手伝う」とかたって、皆様の大事な財産を奪おうとする者がいます。給付金に関連して国や市区町
村が以下のようなことをすることは、絶対にありません。

× 現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすること。
× 受給に当たり、手数料の振込みを求めること。
× メールを送り、URLをクリックして申請を求めること。

村上市公式ホームページ
特別定額給付金
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